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■
町
県
民
税
の
申
告
■

　

こ
の
申
告
は
平
成　

年
１
月
１
日

１９

現
在
、
当
町
に
住
所
が
あ
る
人
の
平

成　

年
中
の
所
得
に
つ
い
て
申
告
し

１８
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
所
得
が
全

く
な
か
っ
た
方
、
社
会
保
険
料
控
除
、

扶
養
控
除
等
の
諸
控
除
を
受
け
る
方

も
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る（
し

た
）
人

○
勤
務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人

○
社
会
保
険
庁
な
ど
か
ら
町
に
公
的

年
金
の
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
人

※
申
告
さ
れ
な
い
と
町
で
は
所
得
の

状
況
が
把
握
で
き
ず
各
種
証
明
書

等
が
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

■
所
得
税
の
申
告
■

○
平
成　

年
中
の
給
与
の
収
入
金
額

１８

が
２
、
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

○
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
（
収
入
金
額
か
ら
必
要
経

費
を
控
除
し
た
後
の
金
額
）
の
合

計
額
が　

万
円
を
超
え
る
人

２０

○
給
与
を
２
ヶ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
人

○
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
人
で
平
成　

年
中
の
各
種
の

１８

所
得
の
合
計
額
が
基
礎
控
除
等
の

諸
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

　　
　
　

還
付
申
告
が 

　
　
　
　
　

で
き
る
場
合

○
給
与
所
得
や
退
職
所
得
の
あ

る
人
で
、
雑
損
控
除
、
医
療

費
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

○
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就

職
を
せ
ず
、
年
末
調
整
を
受

け
な
か
っ
た
人
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申告は正しくお早めに�
受付期間は２月16日(金)から
３月15日(木)までです

　

税
務
課
で
は
農
業
所
得
の
あ

る
方
を
対
象
に
事
前
相
談
会
を

２
月
１
日�
か
ら
３
日�
ま
で

の
間
、
開
催
し
ま
す
。

■ 町県民税・所得税の申告受付　日程表 ■
会場：役場　第２会議室（２階）

受付対象
行政区受付時間曜日月 日

町

県

民

税

の

申

告

受付対象
行政区受付時間曜日月 日

所

得

税

の

確

定

申

告

元栗橋午前９時～
午後４時　木３/１元栗橋午前９時～

午後４時　金２/１６

川　妻〃金３/２川　妻〃月２/１９

小手指〃月３/５小手指〃火２/２０

堀之内
新幸谷〃火３/６堀之内

新幸谷〃水２/２１

小福田
山王山〃水３/７小福田

山王山〃木２/２２

大福田
山　王〃木３/８大福田

山　王〃金２/２３

江　川
幸　主〃金３/９江　川

幸　主〃月２/２６

冬　木
両新田〃月３/１２冬　木

両新田〃火２/２７

土与部
原宿台〃火３/１３土与部

原宿台〃水２/２８

指
定
日
に
申
告

で
き
な
か
っ
た
人

〃水３/１４

〃木３/１５

◆指定日に申告できなかった方は、必ず期限内に申告を済ませてください。
◆正午から午後１時までの時間は、受付をご遠慮願います。
◆税務署より、申告日時の指定を受けている方は、役場では受付ができません。
　（特に譲渡所得のある方はご注意ください。）
◆申告日の月・水・金曜日は税理士による受付も予定しています。

■
申
告
所
得
税

　

納　

期　

限　
　
　
　
　
　
　

３
月　

日�
１５

　

振
替
納
税
を
利
用
す
る
と　
　

４
月　

日�
２０

■
個
人
事
業
者
の
消
費
税

　

納　

期　

限　
　
　
　
　
　
　

４
月
２
日�

　

振
替
納
税
を
利
用
す
る
と　
　

４
月　

日�
２６

※
振
替
納
税
利
用
の
方
は
納
期
限
前
日
ま
で
に
預
金
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

所得税の確定申告書が所得税の確定申告書が
作成できます作成できます��

※詳しくは、国税庁HPの※詳しくは、国税庁HPの
「「所得税の確定申告書所得税の確定申告書
作作成コーナー」をご覧成コーナー」をご覧
ください。ください。
⇒ http://www.nta.go.jp⇒ http://www.nta.go.jp


